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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端側の基端部（２１）がパンチの基台（１）に対して出没自在に設けられ、他端側の
起立させた端部（２３～２５）にシート材（Ｓ）の位置決めを行なうゲージガイド（３）
を備えたパンチ用サイドゲージ（２）であって、前記ゲージガイド（３）は、該ゲージガ
イド（３）を上昇させた状態で、前記ゲージガイド（３）の上面（３０）が前記基台（１
）の上面（１０、１７）よりも高い位置まで上昇すると共に、前記ゲージガイド（３）を
下降させた状態で、前記ゲージガイド（３）の上面（３０）が前記基台（１）の上面（１
０、１７）と同一の高さになるように、前記端部（２３～２５）を被覆した状態で上下動
自在に設けられていることを特徴とするパンチ用サイドゲージ。
【請求項２】
　前記ゲージガイド（３）の上面（３０）は平面に形成されていることを特徴とする請求
項１に記載のパンチ用サイドゲージ。
【請求項３】
　前記ゲージガイド（３）は、該ゲージガイド（３）を上下動させる操作部（３０～３２
，３８）を有することを特徴とする請求項１または２に記載のパンチ用サイドゲージ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基台に対して出没自在に設けられ、紙などのシート材の位置決めを行なうゲ
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ージガイドを備えたパンチ用サイドゲージに関する。
　本発明は、特に、パンチの基台に対して出没自在に設けられ、紙などのシート材の位置
決めを行なうゲージガイドを備えたパンチ用サイドゲージに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の孔明けパンチとして、特許文献１には、パンチ本体を装着した基盤の先端部に、
端部に紙当て部を形成した位置決め尺を移動自在に設け、紙のサイズに応じて位置決め尺
を適宜位置で位置決めすることにより、紙当て部で紙を位置決めした状態で所定の孔を開
けることができる孔明けパンチが開示されている。
【０００３】
　また、従来のセンターゲージとして、特許文献２には、台座から相反する方向へ突没可
能に一対のアームを設け、各アームの先端側を台座から引き出して、各アームの先端側に
起立させて設けた起立片間に紙を挟んで紙のセンターの割り出しを行う際に、各起立片を
各アームに対して出し入れ可能に設けることにより、起立片を必要な場合に引き出し、不
要な場合に収納しておくことができるセンターゲージが開示されている。
【特許文献１】特開平６－２２６６９２号公報
【特許文献２】特開２００４－９２３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示された孔明けパンチは、紙のサイズに応じて適宜位置に位置決めする
ことができる位置決め尺を備えているが、紙当て部は固定されているため、不定形紙ある
いは定形紙の所定位置以外に孔を開けようとする場合に、紙の側縁が紙当て部に当って作
業に支承が出るおそれがある。
　また、特許文献２に開示されたセンターゲージでは、起立片をアームに対して出し入れ
可能に設けているので、特許文献１の孔明けパンチよりは作業性を向上させることができ
るが、起立片はアームの内部に出し入れ可能に収納されているので、特に、アームから起
立片を引き出す際の操作が煩雑となるおそれがある。
【０００５】
　本発明は、以上のような事情に鑑みてなされたもので、操作性を向上させたパンチ用サ
イドゲージを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載のサイドゲージに係る発明は、一端側の基
端部（２１）がパンチの基台（１）に対して出没自在に設けられ、他端側の起立させた端
部（２３～２５）にシート材（Ｓ）の位置決めを行なうゲージガイド（３）を備えたパン
チ用サイドゲージ（２）であって、ゲージガイド（３）は、該ゲージガイド（３）を上昇
させた状態で、前記ゲージガイド（３）の上面（３０）が前記基台（１）の上面（１０、
１７）よりも高い位置まで上昇すると共に、前記ゲージガイド（３）を下降させた状態で
、前記ゲージガイド（３）の上面（３０）が前記基台（１）の上面（１０、１７）と同一
の高さになるように、端部（２３～２５）を被覆した状態で上下動自在に設けられている
ことを特徴とする。
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、ゲージガイド（３）
の上面（３０）は平面に形成されていることを特徴とする。
　さらに、請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の発明において、ゲージガ
イド（３）は、該ゲージガイド（３）を上下動させる操作部（３０～３２，３８）を有す
ることを特徴とする。
　なお、本発明に係るサイドゲージは、孔あけ機能を備えたパンチだけでなく、紙などの
シート材を切断する截断機などに適用することもできる。また、特に、孔あけ機能を備え
たパンチは、二孔タイプだけでなく、一孔や多孔タイプのパンチにも適用することができ
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る。
【発明の効果】
【０００７】
　請求項１に記載のパンチ用サイドゲージに係る発明によれば、ゲージガイドは、該ゲー
ジガイドを上昇させた状態で、ゲージガイドの上面が基台の上面よりも高い位置まで上昇
すると共に、ゲージガイドを下降させた状態で、ゲージガイドの上面が基台の上面と同一
の高さになるように、サイドゲージの起立した端部を被覆した状態で上下動自在に設けら
れているので、サイドゲージに対してゲージガイドを上下動させる際に、ゲージガイドの
任意の部分を操作して、ゲージガイドを上下動させることができるため、ゲージガイドの
操作性を向上させたパンチ用サイドゲージを提供することができる。
　また、ゲージガイドの上面を、基台の上面と同一の高さになるように設定することがで
きるので、孔あけ作業の際に基台に載置されるシート材の側縁がゲージガイドに当ること
がないため、シート材を安定状態に保持することが可能となる。
　請求項２に記載の発明によれば、上記請求項１の効果に加えて、ゲージガイドの上面が
平面に形成されているため、シート材の載置面を大きくすることができるので、基台に載
置されるシート材をさらに安定状態に保持することが可能となる。
　請求項３に記載の発明によれば、上記請求項１または２の効果に加えて、ゲージガイド
は、このゲージガイドを上下動させる操作部を有するので、ゲージガイドの任意の部分を
操作して、ゲージガイドを上下動させることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明の実施の形態に係るパンチ用サイドゲージを図１～図８に基づいて説明する。
　ここで、図１～図４では、サイドゲージ２に対してゲージガイド３を上昇させた状態を
示しており、また、図５～図８では、サイドゲージ２に対してゲージガイド３を下降させ
た状態を示している。また、図１～図８では、パンチの基台１のみを図示しているが、基
台１の基台上面１０に形成したパンチ本体装着部１１には、図示しないパンチ本体がパン
チ本体装着孔１２を介して装着される。
　以下、パンチ用サイドゲージ２を二孔パンチの基台１に装着する形態について説明する
。
【０００９】
　図１、図３および図４に示すように、パンチの基台１は、平面視がほぼ前方後円墳の形
状で、かつ、正面視がほぼ扁平状に形成されている。基台１の基台上面１０は、半円形形
状の部分と方形形状の部分の２つの部分に区画されている。
　基台上面１０の半円形形状の部分には、一対のパンチ本体装着部１１が、基台上面１０
からわずかに突出する（図４では、後述する第１および第２シート材位置決め部１４、１
５よりも低く設定）ように、基台上面１０と一体に形成されている。また、各パンチ本体
装着部１１には、それぞれ一対のパンチ本体装着孔１２が穿設されている。
　また、基台上面１０の方形形状の部分にはシート材載置面１７が形成されており、この
シート材載置面１７に、一対のパンチロッド挿通孔１３が穿設されている。一対のパンチ
ロッド挿通孔１３は、後述するサイドゲージ２の移動方向に平行に設けられている。
【００１０】
　基台上面１０の半円形形状の部分と方形形状の部分との境界部分には、一対の第１シー
ト材位置決め部１４および一対の第２シート材位置決め部１５が、一対のパンチロッド挿
通孔１３と平行させて一直線状に位置するように設けられている。
　ここで、一対の第１シート材位置決め部１４および一対の第２シート材位置決め部１５
は、図４に示すように、一対のパンチ本体装着部１１の突出高さよりも少し高く設定され
ている。また、一対の第１シート材位置決め部１４は、一対のパンチロッド挿通孔１３の
間に隣接して設けられている。さらに、一対の第２シート材位置決め部１５は、一対の第
１シート材位置決め部１４を両側から挟むように基台上面１０の側縁部にそれぞれ設けら
れている。
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　また、基台１には、基台上面１０の方形形状の部分の下面（底面）に、後述するサイド
ゲージ２を摺動自在に装着するサイドゲージ装着溝１６が形成されている。このサイドゲ
ージ装着溝１６は、一対のパンチロッド挿通孔１３の穿設位置と上下方向位置において重
ならないように形成されている（図３参照）。
【００１１】
　サイドゲージ２は、特に、図２に示すように、細長い板状体から形成されており、その
長手方向の両側縁に沿って突条部２０が一体に形成されている。
　そして、図１、図３および図４に示すように、サイドゲージ２は、ゲージガイド３を装
着した部分を除いて、ほぼ全体が基台１の底面に形成されたサイドゲージ装着溝１６に摺
動自在に装着される。
　また、サイドゲージ装着溝１６に装着されるサイドゲージ２の基端部２１には、サイド
ゲージ装着溝１６内に形成された係合部（図示省略）に係合される係合突起２２が上方に
突出するように形成されている。そして、定型紙や不定型紙などのシート材Ｓに合わせて
孔あけをする場合に、係合突起２２を図示しない係合部に係合させることにより、定型紙
や不定型紙などのシート材Ｓを所定の孔あけ位置に位置決めすることができる。
【００１２】
　一方、サイドゲージ２の他方の端部には、後述するゲージガイド３を上下動自在に保持
する起立端部がサイドゲージ２の他方の端部から垂直に起立させて形成されている。
　ここで、起立端部は、第１起立端部２３、第２起立端部２４および第１起立端部２３と
第２起立端部２４との間に配置された一対の起立端部側壁２５から形成されている。そし
て、第１起立端部２３と各起立端部側壁２５との間に切欠き溝２８が、また、第２起立端
部２４と各起立端部側壁２５との間に切欠き溝２９が、それぞれ上端から所定長さだけ切
欠いて形成されている。切欠き溝２８および２９により、各起立端部側壁２５は、図４（
Ｂ）の左右方向に移動することができるように構成されている。
　また、第２起立端部２４の外側面に、規制突起２６が外方に突出するように形成されて
おり、この規制突起２６は、後述するゲージガイド３のガイド中間壁３３に形成した規制
長孔３６の下端に係合して、ゲージガイド３の上昇位置を規制する。さらに、各起立端部
側壁２５の外側面には、それぞれ外方に突出するように位置決め突起２７が形成されてお
り、各位置決め突起２７は、後述するゲージガイド３の各ガイド側壁３１に形成した位置
決め孔３７にそれぞれ係合して、ゲージガイド３を上昇位置および下降位置にそれぞれ保
持するように機能する。
【００１３】
　ゲージガイド３は、図２～図４に示すように、ガイド上壁３０、一対のガイド側壁３１
およびガイド前壁３２を残して、ガイド後壁部分およびガイド底壁部分を開口させたほぼ
箱状に形成されている。また、ゲージガイド３の内部には、ガイド前壁３２と平行にガイ
ド中間壁３３がゲージガイド３と一体に形成されている。
　ゲージガイド３のガイド上壁３０は、ほぼ矩形状で平面状に形成されている。
　また、ゲージガイド３のガイド前壁３２は、シート材Ｓの端縁を当接させてシート材Ｓ
を位置決めするものであり、このガイド前壁３２には、下端側から切欠かれた起立端部案
内溝３４が形成されると共に、起立端部案内溝３４の下端側に、起立端部案内溝３４より
も幅広の凹部３５が連続して形成されている。
　そして、ガイド前壁３２に形成した起立端部案内溝３４の形状は、サイドゲージ２の第
１起立端部２３とほぼ同じ形状に形成されており、ゲージガイド３が最下降位置まで下降
された状態で、第１起立端部２３の上端が起立端部案内溝３４の上縁に当接される（図６
参照）。そして、起立端部案内溝３４よりも幅広の凹部３５は、ゲージガイド３の最下降
位置で、サイドゲージ２の突条２０の上面に当接される（図６参照）。
【００１４】
　ゲージガイド３の各ガイド側壁３１には、サイドゲージ２の起立端部側壁２５に形成し
た位置決め突起２７が係合される一対の位置決め孔３７が上下方向に形成されている。ま
た、ゲージガイド３のガイド中間壁３３には、サイドゲージ２の第２起立端部２４に形成
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した規制突起２６が係合される規制長穴３６が形成されている。なお、本実施の形態では
、一対の位置決め孔３７を形成しているが、１個または３個以上の位置決め孔３７を形成
して、シート材Ｓの厚さに合わせて、ゲージガイド３の設定高さを変更してもよい。
　さらに、ゲージガイド３には、ガイド中間壁３３よりも後方で、ガイド上壁３０と一対
のガイド側壁３１で囲まれた空間に、ゲージガイド３を上昇させる場合に作業者の指を挿
入することができる内側操作部３８が形成されている。
　ここで、サイドゲージ２に対してゲージガイド３を上昇させる場合には、ゲージガイド
３の内側操作部３８に指を挿入して、ガイド上壁３０の内面に指をかけてゲージガイド３
を上昇させるか、ゲージガイド３の両方のガイド側壁３１を指で把持してゲージガイド３
を上昇させるか、あるいは、ゲージガイド３の両ガイド側壁３１およびガイド前壁３２を
指で把持してゲージガイド３を上昇させることができる。
　そして、ゲージガイド３を上昇させた状態で、図４（Ａ）に示すように、ゲージガイド
３の上面、すなわち、ガイド上壁３０の上面が、第１および第２シート材位置決め部１４
，１５の突出高さとほぼ同じ高さになるように設定することもできる。
【００１５】
　次に、本発明の実施の形態に係るパンチ用サイドゲージの作用について説明する。
　まず、定型紙などのシート材Ｓに孔あけする場合のパンチ用サイドゲージの作用につい
て説明する。
　孔あけする定型紙などのシート材Ｓの寸法に合わせて、図７に示す状態から図３に示す
状態まで、パンチの基台１からサイドゲージ２を所定量だけ引き出して、サイドゲージ２
の基端部２２の上面に設けた係合突起２２を、基台１のサイドゲージ装着溝１６内に設け
た図示しない係合部に係合させてサイドゲージ２を所定位置に位置決めする。
【００１６】
　次に、図６に示す状態から図２に示す状態まで、サイドゲージ２に対してゲージガイド
３を上昇させる。
　この際に、次のいずれかの操作方法によりゲージガイド３を上昇させる。
　第１の操作方法として、図７（Ｂ）に示す状態のゲージガイド３の内側操作部３８に指
を挿入して、図３（Ｂ）に示す状態まで、ガイド上壁３０の内面に指をかけてゲージガイ
ド３を上昇させる。
　ここで、ゲージガイド３の上昇過程で、サイドゲージ２の各起立端部側壁２５に形成し
た各位置決め突起２７は、ゲージガイド３のガイド側壁３１に形成した上側の位置決め孔
３７に係合した図８（Ｂ）に示す状態から、下側の位置決め孔３７に係合した図４（Ｂ）
に示す状態まで移動するが、各起立端部側壁２５の両側に切欠き溝２８と切欠き溝２９が
形成されているので、各起立端部側壁２５は各ガイド側壁３１に対してそれぞれ内側に変
位することができ、ゲージガイド３はスムーズに上昇される。
　なお、ゲージガイド３の上昇過程では、サイドゲージ２の第２起立端部２４に形成した
規制突起２６は、ゲージガイド３のガイド中間壁３３に形成した規制長孔３６に干渉しな
いが、各位置決め突起２７が下側の位置決め孔３７に係合した状態で、図３（Ｂ）に示す
ように、規制突起２６が規制長孔３６の下端縁に当接して、ゲージガイド３が、サイドゲ
ージ２から外れるのを防いでいる（抜け止め機能）。
【００１７】
　第２の操作方法として、ゲージガイド３の両ガイド側壁３１を指で把持してゲージガイ
ド３を上昇させる。
　また、第３の操作方法として、ゲージガイド３の両ガイド側壁３１およびガイド前壁３
２を指で把持してゲージガイド３を上昇させる。
　第２および第３の操作方法の場合、ゲージガイド３の上昇過程において、規制突起２６
と規制長孔３６との係合動作、および、各位置決め突起２７と各位置決め孔３７との係合
動作は、第１の操作方法と同じ動作である。
　このように、サイドゲージ２に対してゲージガイド３を上昇させる操作方法として、少
なくとも三つの操作方法から選択することができるため、ゲージガイド３の操作性を格段
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に向上させることが可能となる。
　そして、少なくとも三つの操作方法から適宜の操作方法を選択して、サイドゲージ２に
対してゲージガイド３を上昇させた状態で、定型紙などのシート材Ｓの側縁をゲージガイ
ド３のガイド前壁３２に当接させて、定型紙などのシート材Ｓを位置決めして孔あけ作業
を行う。
【００１８】
　次に、不定型紙などのシート材Ｓに孔あけする場合のパンチ用サイドゲージの作用につ
いて説明する。
　不定型紙などのシート材Ｓに孔あけする場合には、不定型紙などのシート材Ｓの寸法に
合わせて孔あけをする必要がないため、パンチの基台１からサイドゲージ２を引き出す必
要はない。
　そこで、図５～図８に示すように、基台１にサイドゲージ２を収容し、また、サイドゲ
ージ２に対してゲージガイド３を下降させた状態で、不定型紙などのシート材Ｓの孔あけ
作業を行うこととなる。
　このゲージガイド３を下降させた状態では、ゲージガイド３のガイド上壁３０の上面は
基台１のシート材載置面１７の上面と同一の高さになるように設定されているため、シー
ト材Ｓを載置する面の面積が大きくなり、大きいサイズの不定型紙などのシート材Ｓであ
っても、安定した状態で孔あけ作業をすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の形態に係るパンチ用サイドゲージを装着したパンチの基台を示す
図であり、ゲージガイドを上昇させた状態を示す斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態に係るパンチ用サイドゲージを示す図であり、ゲージガイド
を上昇させた状態を示す斜視図である。
【図３】図１の平面図（Ａ）と、図３（Ａ）のＡ－Ａ線に沿った断面を示す図（Ｂ）であ
る。
【図４】図１の正面図（Ａ）と、図４（Ａ）のＢ－Ｂ線に沿った断面を示す図（Ｂ）であ
る。
【図５】本発明の実施の形態に係るパンチ用サイドゲージを装着したパンチの基台を示す
図であり、ゲージガイドを最下降位置まで下降させた状態を示す斜視図である。
【図６】本発明の実施の形態に係るパンチ用サイドゲージを示す図であり、ゲージガイド
を最下降位置まで下降させた状態を示す斜視図である。
【図７】図５の平面図（Ａ）と、図７（Ａ）のＣ－Ｃ線に沿った断面を示す図（Ｂ）であ
る。
【図８】図５の正面図（Ａ）と、図８（Ａ）のＤ－Ｄ線に沿った断面を示す図（Ｂ）であ
る。
【符号の説明】
【００２０】
１　基台
１０　基台上面
１１　パンチ本体装着部
１２　パンチ本体装着孔
１３　パンチロッド挿通穴
１４　第１シート材位置決め部
１５　第２シート材位置決め部
１６　サイドゲージ装着溝
１７　シート材載置面
２　サイドゲージ
２０　突条部
２１　基端部
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２２　係合突起
２３　第１起立端部
２４　第２起立端部
２５　起立端部側壁
２６　規制突起
２７　位置決め突起
２８、２９　切欠き溝
３　ゲージガイド
３０　ガイド上壁
３１　ガイド側壁
３２　ガイド前壁
３３　ガイド中間壁
３４　起立端部案内溝
３５　凹部
３６　規制長孔
３７　位置決め孔
３８　内側操作部
Ｓ　シート材
                                                                                

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】
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